
白山の高天原から移された鋳造雨宝童子立像 

石川県白山市白峰 真宗大谷派林西寺 

 

越
前
坂
井
郡
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童
子
と
六
字
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滝
本 

や
す
し 

 

神
明
神
社
と
天
照
大
神 

神
明
神
社
は
天
照
大
神
（
大
日
孁
貴
尊
）
を
主
祭
神
と
し
、
そ
の
総
本
社
は
三
重
県
伊

勢
市
宇
治
館
町
の
神
宮
内
宮
で
あ
る
。
皇
大
神
社
、
太
神
宮
、
伊
勢
神
社
と
も
称
し
、
東

京
都
で
は
天
祖
神
社
と
称
さ
れ
る
。
そ
の
数
は
誉
田
別
命
（
応
神
天
皇
）
を
主
祭
神
と
す

る
八
幡
神
社
に
つ
い
で
多
い
。
天
照
大
神
は
太
陽
を
神
格
化
し
た
神
で
、
皇
室
の
祖
神
で

あ
る
。
神
仏
習
合
に
お
い
て
は
神
道
側
の
最
高
神
と
さ
れ
た
。 

 

平
成
二
十
六
年
は
伊
勢
神
宮
の
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
に
あ
た
り
、
十
月
二
日
に
内
宮

（
皇
大
神
宮
）
で
、
十
月
五
日
に
は
外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
で
遷
御
が
斎
行
さ
れ
た
。 

 

雨
宝
童
子 

雨
宝
童
子
は
両
部
神
道
の
神
で
、
赤
精
童
子
と
も
称
さ
れ
る
。
頭
上
に
五
輪
塔
を
乗
せ
、

左
手
に
宝
珠
を
持
ち
、
右
手
で
宝
棒
を
岩
座
に
突
き
立
て
て
立
つ
。
足
元
に
白
狸
を
踏
む

像
も
み
ら
れ
る
。
全
国
各
地
の
神
明
神
社
で
御
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
中
部
地

方
で
の
作
例
が
多
い
。 

現
存
す
る
雨
宝
童
子
の
最
古
の
作
例
は
、
三
重
県
伊
勢
市
朝
熊
町
の
臨
済
宗
南
禅
寺
派

金
剛
証
寺
の
像
で
あ
る
。
寺
伝
で
は
弘
法
大
師
の
作
と
さ
れ
、
天
照
大
神
が
十
六
歳
の
時

に
日
向
の
国
に
降
臨
し
た
姿
と
言
わ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
作
で
、
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
像
は
頭
上
の
五
輪
塔
な
ど
が
鎌
倉
時
代
以
降
の
後
補

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
吉
祥
天
と
思
わ
れ
る
像
を
雨
宝
童
子
に
転
用
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

雨
宝
童
子
は
神
明
神
社
の
御
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
一
般
の

目
に
触
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
御
神
体
の
た
め
調
査
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、

報
告
例
は
少
な
い
。
し
か
し
天
台
宗
寺
院
や
真
言
宗
寺
院
に
そ
の
作
例
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
明
治
の
神
仏
分
離
の
際
に
寺
院
側
へ
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

六
字
明
王 

六
字
明
王
は
、
六
字
尊
、
六
字
天
、
黒
仏
、
黒
六
字
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
真
言
密
教
に

お
け
る
六
観
音
の
修
法
六
字
経
法
の
本
尊
で
あ
る
。
明
王
と
い
う
名
で
あ
る
が
、
六
観
音

（
聖
観
音
、
千
手
観
音
、
馬
頭
観
音
、
十
一
面
観
音
、
准
胝
観
音
、
如
意
輪
観
音
）
を
一

体
で
表
し
た
菩
薩
で
あ
る
。『
新
纂
佛
像
図
鑑
』
に
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

六
字
明
王
は
六
字
神
呪
經
に
よ
り
調
伏
を
修
す
る
法
の
本
尊
に
し
て
、
正
觀
音
、
千
手

觀
音
、
馬
頭
觀
音
、
十
一
面
觀
音
、
准
胝
觀
音
、
如
意
輪
觀
音
等
の
六
観
音
の
惣
合
成
就

身
な
り
と
傳
ふ
。
即
ち
六
字
經
の
法
と
は
、
六
字
河
臨
法
或
は
黒
六
字
法
と
稱
し
、
常
の

法
は
壇
上
に
弓
、
箭
、
劍
、
を
置
き
、
護
摩
を
焼
き
、
護
摩
の
世
天
段
に
天
狐
、
地
狐
、

人
狐
の
三
類
形
を
焼
く
も
の
に
し
て
、
若
し
特
に
怨
敵
あ
る
場
合
は
、
其
の
人
の
姓
名
を

記
し
て
之
れ
を
焼
く
法
な
り
。
斯
く
し
て
後
蘆
箭
桑
弓
を
以
て
六
方
を
射
て
怨
敵
を
拂
ひ
、

護
摩
方
中
に
は
伴
儈
に
結
線
法
を
行
ぜ
し
め
、
護
摩
の
法
と
結
線
と
を
施
主
に
送
る
を
通

則
と
す
。
此
の
法
は
慈
覺
大
師
支
那
よ
り
請
來
せ
り
と
稱
す
れ
ど
も
、
其
の
方
法
は
我
が



邦
陰
陽
道
の
請
伏
法
と
類
似
し
、
其
の
流
儀
甚
だ
多
し
、
従
て
此
の
明
王
の
形
相
は
儀
軌

に
其
の
説
な
く
、
又
た
神
呪
經
に
も
之
れ
を
説
か
ざ
る
を
以
て
、
一
定
の
形
相
を
示
す
を

能
は
ざ
れ
そ
も
、
圖
像
鈔
に
は
山
門
の
前
唐
院
に
曼
荼
羅
あ
り
、
題
し
て
六
字
天
王
と
云

ふ
、
そ
の
中
尊
は
六
臂
の
立
像
に
し
て
、
左
右
第
一
手
印
を
作
る
、
今
四
手
持
物
本
圖
「
右

第
二
手
劍
、
第
三
手
日
輪
、
左
第
二
手
鉾
、
第
三
手
月
輪
の
如
し
、
こ
の
尊
未
だ
本
説
を

見
ず
、
山
の
人
云
ふ
、
こ
の
尊
は
唐
院
に
あ
り
と
雖
も
全
く
調
度
の
文
書
な
し
、
鳥
羽
殿

丈
六
の
像
こ
れ
な
り
」
と
。
然
る
に
薄
艸
決
に
引
け
る
六
字
神
呪
王
儀
軌
法
に
は
「
身
相

青
色
に
し
て
四
臂
を
具
す
、
左
第
一
手
大
刀
を
持
し
第
二
手
日
輪
を
擧
げ
右
第
一
手
鉾
を

持
し
、
第
二
手
月
輪
を
擧
げ
、
大
暴
悪
相
な
り
」
と
あ
り
。
印
相
は
諸
説
一
定
せ
ず
と
雖

も
、
二
手
各
々
大
指
を
以
て
無
名
指
を
捻
し
、
右
手
掌
を
揚
け
、
右
手
掌
を
覆
せ
右
の
頭

指
を
以
て
左
の
大
指
無
名
指
の
間
に
入
れ
、
右
の
小
指
を
以
て
左
の
中
指
を
押
し
、
右
中

指
を
以
て
左
の
頭
指
を
押
し
、
四
處
を
加
持
す
る
も
の
圖
印
集
に
出
づ
。
真
言
は
佉
智
佉

住
佉
毘
智
、
緘
壽
々
々
多
智
、
婆
智
。 

こ
れ
に
は
六
臂
像
と
四
臂
像
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
図
版
は
六
臂
像
の
み
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
『
密
教
大
辞
典
』
に
も
六
臂
像
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『
佛
像
圖

彙
』
に
は
四
臂
像
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

越
前
坂
井
郡
の
神
明
神
社
の
御
神
体 

旧
坂
井
郡
で
確
認
さ
れ
る
雨
宝
童
子
は
二
十
体
で
、
そ
の
う
ち
木
像
は
五
体
、
石
像
は

十
五
体
で
あ
る
。
石
像
十
五
体
の
う
ち
で
丸
彫
り
は
二
体
、
浮
彫
り
は
十
二
体
、
石
柱
に

筆
で
雨
宝
童
子
の
絵
像
が
描
か
れ
た
も
の
が
一
体
で
あ
る
。
浮
彫
り
像
は
石
祠
の
奥
壁
に

彫
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
奥
壁
の
み
の
残
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
坂
井
郡
で
確
認
さ
れ
る

六
字
明
王
は
十
体
で
、
こ
れ
ら
は
全
て
六
臂
の
浮
彫
り
の
石
像
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
石
祠

の
奥
壁
に
彫
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
残
欠
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
に
、
刻
像
で
は
な
く
「
天

照
皇
大
神
」
等
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
御
神
体
の
た
め
調
査
で
き
な

い
も
の
が
多
い
の
で
、
実
数
は
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
多
い
で
あ
ろ
う
。 

分
布
密
度
に
差
異
は
み
ら
れ
る
が
、
雨
宝
童
子
は
旧
坂
井
郡
の
ほ
ぼ
全
域
に
分
布
し
て

い
る
。
し
か
し
六
字
明
王
は
旧
芦
原
町
に
三
体
、
旧
三
国
町
に
五
体
、
旧
坂
井
町
に
一
体
、

旧
春
江
町
に
一
体
が
確
認
さ
れ
る
が
、
旧
金
津
町
と
旧
丸
岡
町
に
は
一
体
も
確
認
さ
れ
な

い
。
坂
井
郡
の
西
部
の
み
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
旧
足
羽
郡
で
も
多
く
の
雨
宝
童
子
を

確
認
し
て
い
る
が
、
六
字
明
王
は
一
体
の
み
で
あ
る
。 

 

旧
坂
井
郡
の
西
部
で
は
、
天
台
宗
と
結
び
つ
い
た
神
明
信
仰
で
は
雨
宝
童
子
を
御
神
体

と
し
、
真
言
宗
と
結
び
つ
い
た
神
明
信
仰
で
は
六
字
明
王
を
御
神
体
と
し
て
い
る
そ
う
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
雨
宝
童
子
が
み
ら
れ
る
地
域
で
は
天
台
宗
の
勢
力
が
強
く
、
六
字
明

王
が
み
ら
れ
る
地
域
で
は
真
言
宗
の
勢
力
が
強
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
こ

の
地
域
の
真
言
宗
寺
院
で
は
六
字
明
王
の
木
像
や
絵
像
な
ど
は
確
認
で
き
ず
、
六
字
明
王

が
神
明
神
社
の
御
神
体
と
さ
れ
た
経
緯
な
ど
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
な
お
真
言
系
で
は
、

大
日
如
来
を
御
神
体
と
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。 

神
明
神
社
の
御
神
体
の
造
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
石
祠
奥
壁
の
浮
彫
り
像
は
江
戸
時
代

前
期
か
ら
中
期
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
江
戸
時
代
後
期
の
も
の
い
く
つ
か
み
ら
れ

る
。
丸
彫
り
の
石
像
は
、
幕
末
か
ら
明
治
の
作
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
木
像
に
つ
い
て
は
、

江
戸
時
代
前
期
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
長
期
間
の
作
例
が
み
ら
れ
る
。 

  



雨宝童子 

あわら市山十楽神明宮本殿 

雨宝童子三尊 

あわら市牛山神明神社旧本殿 
雨宝童子 

あわら市山清王金峰神社境内社 

雨宝童子 

坂井市坂井町下関春日神社境内社 

雨宝童子(丸彫り) 

坂井市三国町神明神社旧本殿 

雨宝童子 

坂井市三国町西谷雨岡神社境内社 

六字明王 

あわら市赤尾白山神社境内社 

六字明王 

あわら市城神明神社本殿 

六字明王 

坂井市三国町平山春日神社境内社 

        

 

         

         

         

 

        

         



六字明王 

坂井市三国町加戸加戸神社境内社 
六字明王 

坂井市三国町西今市路傍 

六字明王 

坂井市坂井町上関八幡神社境内社 

                   

 

       

住所 鎮座地 像容 年号 西暦 

あわら市(金津町)山十楽 神明宮 本殿 石造雨宝童子立像(浮彫)   

あわら市(金津町)清王 金峰神社 境内社 石造雨宝童子立像(浮彫) 元和４年 1619 

あわら市(金津町)伊井 白山神社 境内社 石造雨宝童子立像(浮彫) 天保 12年 1841 

あわら市(芦原町)坂口 神明神社 本殿 木造雨宝童子立像(浮彫)   

あわら市(芦原町)赤尾 白山神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   

あわら市(芦原町)城 神明神社 本殿 石造六字明王立像(浮彫)   

あわら市(芦原町)牛山 神明神社 境内の旧本殿 石造雨宝童子三尊立像(浮彫)   

あわら市(芦原町)中番 春日神社 境内社 石造雨宝童子立像(浮彫)   

あわら市(芦原町)北本堂 神明神社 本殿 石造六字明王三尊立像(浮彫) 元禄９年 1696 

坂井市三国町浜地 御嶽神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   

坂井市三国町池上 伊伎神社 本殿に合祀 石造雨宝童子三尊立像(浮彫)   

同 同 石造雨宝童子立像(絵像)   

坂井市三国町平山 春日神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   

坂井市三国町西谷 雨岡神社 境内社 石造雨宝童子立像(浮彫) 慶安元年 1648 

坂井市三国町加戸 加戸神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   

坂井市三国町神明二丁目 神明神社 本殿 木造雨宝童子立像(丸彫)   

坂井市三国町油屋 神明神社 境内の旧本殿 石造雨宝童子立像(丸彫)   

坂井市三国町西今市 神明神社 本殿 木造雨宝童子立像(丸彫)   

坂井市三国町西今市 路傍 石造六字明王立像(浮彫)   

坂井市三国町黒目 春日神社 本殿に合祀 石造雨宝童子立像(浮彫)   

同 同 石造雨宝童子立像(浮彫)   

坂井市三国町山岸 片岸神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   

坂井市坂井町上関 八幡神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   

坂井市坂井町下関 春日神社 境内社 石造雨宝童子立像(浮彫)   

同 同 石造雨宝童子立像(浮彫) 宝永６年 1709 

坂井市坂井町御油田 八幡神社 本殿に合祀 木造雨宝童子立像(丸彫)   

坂井市坂井町田島 神明神社 本殿 木造雨宝童子立像(丸彫) 明治４年 1871 

坂井市坂井町清永 白山神社 境内社 石造雨宝童子立像(浮彫)   

坂井市春江町安沢 安澤神社 境内の旧本殿 石造雨宝童子立像(浮彫)   

坂井市春江町西太郎丸 白山神社 境内社 石造六字明王立像(浮彫)   


